
宮崎県バドミントン協会倫理規程 

 

（目的） 
第１条 この規定は、宮崎県バドミントン協会（以下「本会」という。）の組織運営や諸事業の推進等に 

関わる全ての関係者について、倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本会の目的、 

事業執行の公正さに対する県民からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって、本会に対 

する社会的な信頼を確保することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程の対象となる者は、本会の役員(事務局を含む)及び登録者等(登録会員、公認指導員、 

公認審判員)をいう。 

 

（基本的責務） 

第３条 関係法令・規程等を遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。 

２ 「公益財団法人宮崎県スポーツ協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン」を十分に理

解し、実践しなければならない。 

 

（遵守事項） 

第４条 暴力、暴言、各種ハラスメント、ドーピング、薬物乱用等の行為や、社会的規範に照らして 

 不適切な行為及びフェアプレイ精神に反するような行為を行ってはならない。 

２ 個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。 

３ 日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや 

斡旋・強要をしてはならない。 

４ 補助金、助成金等の適正な処理を行い、決して他の目的への流用や不正行為を行ってはならない。 

５ 自らの社会的な立場を認識し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動をとらなければならない。 

６ 社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。 

 

（違反による処分等） 

第５条 前条の遵守事項に違反する行為があったと認められる時は、役員は本会常務理事会での審議・ 

決定により、登録者等は公益財団法人日本バドミントン協会登録者等懲罰規程に基づき、本会常務理 

事会又は日本バドミントン協会規律・裁定委員会での審議・決定により、相当の処分(注意、厳重注 

意、競技会への出場資格停止、役職や資格の停止、辞任勧告、登録抹消、解任、除名)を行う。 

    

（情報受付窓口）  

第６条 情報の受付は、本会事務局(mba_miyazaki_info＠yahoo.co.jp)を窓口とする。 

 

附 則 
 本規程は、令和５年４月２２日から施行する 


